
（様式２）

健康福祉部

契約の名称又は商品・数量等 契約日
契約の相手先の
名称及び所在地

契約金額（円）
地方自治法施行令
の適用条項

所管部課（地方機関）
の名称

随意契約
とした理由

備考

N95マスクの購入

１０，０００枚
R2.6.10

川上医科器械(株)

島根県出雲市渡橋町８１８
3,630,000

第167条の2第1項
第2号

第167条の2第1項
第5号

健康福祉総務課

（特命随契の理由）
　飛沫感染を防ぐ医療用のN95マスクが県内医療機関及びPCR
検査を実施する保環研等で不足しており、新型コロナウイルス第
２波、第３波に備えて速やかに供給できるよう、調達が必要となっ
た。
　また、全世界における新型コロナウイルス感染拡大に伴い、医
療機関等におけるN９５マスクの需要が急激に高まり、調達先が
なかなか見つからない中で、迅速に大量のN95マスクの調達と納
入が可能な業者は他になかったため。

地方公共団体の物品等又
は特定役務の調達手続の
特例を定める政令第11条
第1項

全自動核酸抽出機 6台 R2.6.4
株式会社 宮田薬品
松江市西津田１－５－２９

13,068,000 第167条の2第1項第5号 保健環境科学研究所
新型コロナウイルス感染症対策に伴い、緊急に納入する必要が
あるため競争入札に付することができない

リアルタイムPCRシステム２式 R2.6.5
有限会社 友田大洋堂
松江市嫁島１３－３４

13,200,000 第167条の2第1項第2号 保健環境科学研究所 契約の目的物が特定の者でなければ納入できない

令和2年度湖沼水環境適正化
対策モデル事業に係る底生生
物等影響把握調査業務

R2.6.10
公益財団法人 島根県環境保健
公社
松江市古志原１－４－６

1,995,400 第167条の2第1項第2号 保健環境科学研究所 契約の目的が特定の者でなければ執行できない

不織布マスク(大人用）　７万枚 R2.6.4
株式会社ジュンテンドー
（益田市下本郷町206番地5）

3,049,200

第167条の2第1項
第2号

第167条の2第1項
第5号

地域福祉課

新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえつつ、救護施設
や社会福祉協議会における生活困窮者等への支援業務を継続
していくため、不織布マスクを緊急に調達して各事業所へ配布す
る必要があるが、大量の不織布マスクを納期までに納入すること
を確約できる業者は契約時点では他になく（2号）、当該業者にお
いても、契約時点では在庫による対応が可能なものの、今後の
仕入れ時期等は流動的な状況であったことから、早期に契約を
行う必要があった（5号）ため。

令和2年度在宅歯科医療推進
対策事業業務委託

R2.6.24
一般社団法人　島根県歯科医
師会
(松江市南田町141-9)

1,329,000 第167条の2第1項第2号 健康推進課

当該法人は、公衆の歯科疾患予防を目的に組織され、公衆衛生
の普及と予防医学の研究・指導、学術講演会の開催、歯科関係
者の養成指導に関する事業を行っており、本事業を実施すること
のできる県内で唯一の専門団体であるため。

令和2年度歯科医療従事者人
材確保対策事業業務委託

R2.6.25
一般社団法人　島根県歯科医
師会
(松江市南田町141-9)

1,396,000 第167条の2第1項第2号 健康推進課

当該法人は、公衆の歯科疾患予防を目的に組織され、公衆衛生
の普及と予防医学の研究・指導、学術講演会の開催、歯科関係
者の養成指導に関する事業を行っており、本事業を実施すること
のできる県内で唯一の専門団体であるため。

島根県障がい者文化芸術活
動支援センター業務

R2.6.24
社会福祉法人いわみ福祉会
浜田市金城町七条ハ５５９番地

6,251,300 第167条の2第1項第2号 障がい福祉課
本事業の契約予定者については、令和２年４月に公告を行い、い
わみ福祉会が契約予定者として選定されたため

令和2年度新型コロナウイルス
感染症患者等搬送用車両リー
ス業務

R2.6.10
松江市東朝日町67－3
株式会社トヨタレンタリース島根
代表取締役　野々村　健造

7,273,488 第167条の2第1項第2号 薬事衛生課

　本業務は、隠岐諸島において、新型コロナウイルス感染症患者
または無症状病原体保有者等を、海路または空路で本土の医療
機関に搬送するため、島内の港や空港等に迅速かつ安全に搬
送するため、島内の港や空港等に迅速かつ安全に搬送すること
を目的としており、感染症防止対策を施した車両を隠岐4島（中ノ
島、西ノ島、知夫里島及び島後）に配置する必要があり、具体的
な条件として①運輸局認証・指定整備工場がない知夫里島を除く
隠岐3島において、迅速に車両の点検や整備を実施できること②
運転席を含む前方部と患者が乗車する後方部の間仕切りの設
置といった感染症防止対策を取った車両の設計・制作ノウハウや
納入実績があること③新型コロナウイルス感染症のいわゆる「第
２波」への体制構築が急務とされるため、迅速かつ確実な車両が
納入できることーがあげられるが、この条件を満たすのは、県内
でトヨタレンタリース島根しかない。

随意契約の結果の公表
６月契約分


